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令和４年度税制改正要望の注目ポイント
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全体像

令和４年度税制改正の主な要望項目

法人税

交際費課税の特例措置の延長 経産省・厚労省

少額減価償却資産の損金算入特例の延長等 経産省・厚労省他

オープンイノベーション促進税制の延長 経産省

源泉所得税 完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収の不適用 経産省・金融庁

資産税

上場株式等の相続税に係る見直し 金融庁

法人版・個人版事業承継税制の見直し 経産省

基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設 厚労省

印紙税 コロナ関連融資の印紙税非課税措置の延長 経産省・金融庁他

例年どおりなら、各省庁・業界団体と財務省・総務省が詳細をつめ、政府の税制調査会の議論や与党
の税制調査会で協議され、12月中旬に与党の「令和４年度税制改正大綱」が公表される予定

※各省庁の税制改正要望に基づいて作成しています。今後の情報にご留意ください。

令和４年度税制改正要望は、目玉となる改正要望は見られず、過去の制度の延長や拡充が中心と
なっている。ただし、このような年度には「要望のない項目」として、制度の是正や節税スキームの制限
が行われやすいため、今後の動向に注意が必要である。
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交際費課税の特例措置の延長

次の交際費課税の特例措置の２年延長が要望された。
① 飲食費の50％を損金算入できる特例措置（中小企業、資本金の額等が100億円以下の大企業）
② 交際費（飲食費や贈答品の費用等）を800万円までは全額損金算入できる特例措置（中小企業のみ）

要望内容

※各省庁の税制改正要望に基づいて作成しています。今後の情報にご留意ください。

法人税

【出典】厚生労働省「令和4年度税制改正要望」
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少額減価償却資産の損金算入特例の延長等

①中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、２年延長が要望された。
② また、中小企業の負担軽減や、デジタル化等による事業効率・事務処理能力の向上を通じて、生産性
向上を図るため、中小企業を取り巻く環境変化や対応状況等の実態を踏まえて必要な措置を講ずるよう
要望された（要望では詳細不明）。

要望内容

※各省庁の税制改正要望に基づいて作成しています。今後の情報にご留意ください。

法人税・所得税

対象企業 取得価額 償却方法

従業員数500人以下の
中小企業者等

30万円未満
全額損金算入

（年300万円まで／即時償却）

全ての企業

20万円未満
３年間で均等償却

（一括償却資産／残存価額なし）

10万円未満
全額損金算入
（即時償却）

＜少額減価償却資産の損金算入特例の概要＞
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オープンイノベーション促進税制の延長

新しい技術・ノウハウ等を持つイノベーションの担い手であるベンチャー企業と協働し、オープンイノベー
ションの取組みを重点的に進めていく観点から、事業会社による一定のベンチャー企業への出資に対し、そ
の出資額の25％相当の損金算入が認められ、令和２年４月以降、100件超の投資案件が成立している。

この制度について適用期限の２年延長と、オープンイノベーションのさらなる促進の観点から必要な拡充
が要望された。

要望内容

※各省庁の税制改正要望に基づいて作成しています。今後の情報にご留意ください。

法人税

事業会社

ベンチャー企業

【事業会社の要件】
・国内の事業会社
・青色申告法人
・ベンチャー企業に直接または投資
事業有限責任組合を通じて出資

【ベンチャー企業の要件】
・設立後10年未満
・産業競争力強化法の新事業開拓
事業者のうち特定事業活動に資す
る事業を行うもの

出資

【出資の要件】
・１億円（中小事業者は1,000万円）
以上の出資（適用上限あり）
・経済産業大臣の証明が必要

出資額×25％
を損金算入

○ベンチャー企業の株式を取得から
５年経過前に譲渡した場合等には益金算入

＜制度の概要＞
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完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収の不適用

完全子法人株式等と関連法人株式等の配当に係る源泉徴収を、不適用とすることが要望された。
会計検査院「令和元年度決算検査報告」では、(1) 納税者と税務署における事務処理の発生、(2) 源泉徴収
がなければ発生しなかった還付加算金（検査では888社に約3億6,563万円を支払い）が疑問視されていた。

要望内容

※各省庁の税制改正要望に基づいて作成しています。今後の情報にご留意ください。

源泉所得税

親会社
(完全子法人株式等

を保有)

100％子会社 ②配当に係る源泉徴収
＋源泉所得税の納付

①配当

税務署

③所得税額控除

④還付金＋還付加算金

源泉徴収事務が不要

還付事務が不要
還付加算金も不要

所得税額控除が不要

会計検査院
が疑問視
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会計検査院の指摘と税制改正

会計検査院の指摘を受けて、後日、税制改正で手当てされているケースがある。各省庁から要望がない場
合であっても、注意が必要である。
（例） 海外中古不動産の減価償却費（簡便法で計算）を活用した節税スキームの制限（令和２年度税制改正）

国外扶養親族の過度な扶養控除の制限（令和２年度税制改正）

※各省庁の税制改正要望に基づいて作成しています。今後の情報にご留意ください。

（参考）要望にない項目

開廃業手続による事業の引継ぎで事業を開始し
た新経営者が、事業開始年とその翌年の２年間
に免税事業者となっている現状を疑問視

⇒X3年（事業開始年）とX4年は基準期間におけ
る課税売上高がないため免税事業者
⇒今後、見直される可能性があるため注意

消費税の免税事業者制度

X1年 X2年 X3年 X4年

旧経営者
１億円
⇒課税

１億円
⇒課税

5,000万円
⇒課税

（なし）

新経営者 （なし） （なし）
5,000万円
⇒免税

１億円
⇒免税

控除率（１％）を下回る金利で借り入れている者
の割合が約８割という状況（逆ざや）を疑問視

⇒令和３年度税制改正大綱に方針が明記

「住宅ローン年末残高の１％を控除する仕組み
について、１％を上限に支払利息額を考慮して
控除額を設定するなど、控除額や控除率のあ
り方を令和４年度税制改正において見直すも
のとする。」

⇒令和４年度税制改正に注目

住宅ローン控除の控除率
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上場株式等の相続税に係る見直し

①上場株式等は原則、相続時点の時価で評価されるが、相続後から納付期限までの間の価格変動リスク
が大きいため、相続税の評価方法の見直しが要望された。

② また、上場株式等による物納は、「延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内」等の要件
があり、一部の利用に限られているため、要件の見直しが要望された。

※いずれも見直しが要望されているが、具体的な評価方法・要件までは要望では触れられていない。

要望内容

【出典】金融庁「令和4年度税制改正要望項目」

※各省庁の税制改正要望に基づいて作成しています。今後の情報にご留意ください。
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法人版・個人版事業承継税制の見直し

コロナ禍等、中小企業の事業承継を取り巻く経済環境が大きく変化する中、承継時期を後ろ倒しにする傾向
があり、事業承継税制の特例承継計画の申請ペースも鈍化している。円滑な事業承継の実施のため、法人
版・個人版事業承継税制について必要な措置を検討するよう要望された（※要望では詳細は不明）。

要望内容

※各省庁の税制改正要望に基づいて作成しています。今後の情報にご留意ください。

資産税

【出典】経済産業省「令和4年度税制改正要望」



10
本資料の著作権はBiz Bloom経営会計事務所に属します。

基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設

基金拠出型医療法人への移行を促進するため、次の措置が要望された。
① 持分の払戻しが経営に与えるリスクの高い医療法人について、持分あり医療法人が基金拠出型医療法
人へ移行した場合の出資者に対するみなし配当課税を猶予

②基金拠出型医療法人への移行後、相続・贈与発生時の基金に係る相続税・贈与税を猶予

要望内容

【出典】厚生労働省「令和4年度税制改正要望」

※各省庁の税制改正要望に基づいて作成しています。今後の情報にご留意ください。

資産税
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コロナ関連融資の印紙税非課税措置の延長

新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付けにおける消費貸借契約は、令和４年３月末まで印紙税が非
課税となっているが、現状を踏まえ、引き続き、影響を受けた事業者を支援する目的でさらなる延長が要望
された。

要望内容

【出典】金融庁「令和4年度税制改正要望」

※各省庁の税制改正要望に基づいて作成しています。今後の情報にご留意ください。

印紙税
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○デリバティブ取引に係る損益通算範囲の拡大（金融所得課税の一体化）
○生命保険料控除制度の拡充（最高限度額を５万円、合計適用限度額を15万円に）
○「緊急小口資金等の特例貸付」における償還免除額（債務免除益）への非課税措置の創設
○「ひとり親家庭住宅支援資金貸付金」における返済免除額（債務免除益）等への非課税措置の創設
○ NISA口座開設時におけるマイナンバーカードの活用（投資者が自身のNISA口座の有無等を確認可能
に）
○信託における特定口座利用の明確化（認知症等における投資者保護）

所得税

※各省庁の税制改正要望に基づいて作成しています。今後の情報にご留意ください。

その他の要望項目

○地方拠点強化税制の２年延長・拡充
○５Ｇ投資促進税制の２年延長・要件見直し
○海外投資等損失準備金の２年延長
○スピンオフ(事業切り出し)の実施の円滑化のための税制措置の拡充
○生産設備を含む事業用施設の耐震化の設備投資等を促進する国土強靱化税制（仮称）の創設

法人税

○死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ（現行の限度額に「配偶者及び未成年の被扶養法定相続
人数×500 万円」を加算）

○中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る登録免許税の軽減措置の２年延長
○産業競争力強化法に基づく事業再編に係る登録免許税の軽減措置の２年延長・見直し
○再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の２年延長（固定資産税）

資産税
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○中小企業に対するセーフティネット制度の適正化
○申告・納税手続に関する制度・運用に係る所要の整備
○ガス供給業・電気供給業に係る法人事業税の課税方式の変更
○経済のデジタル化等に対応した新たな国際課税制度への対応

その他

その他の要望項目

○土地に係る固定資産税における所要の措置（社会経済情勢・地価動向等を踏まえて必要な検討を行う）
○新築住宅に係る税額の減額措置の２年延長（固定資産税）
○認定長期優良住宅に係る特例措置の２年延長（不動産取得税、固定資産税）
○住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置
○既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の見直し
○特定居住用財産の買換え・交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の２年延長
○居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度の２年延長
○特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度の２年延長
○既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ等のリフォームに係る特例措置の拡充・２年延長
○住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の２年延長（登録免許税）
○買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の２年延長（登録免許税）
○認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置の２年延長（登録免許税）
○相続登記の促進のための登録免許税の特例措置の拡充・３年延長
○所有者不明土地・建物の解消に向けた不動産登記法の改正を踏まえた登録免許税の特例の新設
○工事請負契約書・不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置の２年延長

土地・住宅税制
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事務所紹介

Biz Bloom経営会計事務所のBiz Bloomは、Biz＝「Business（事業）」とBloom＝「（花が）開く」という意味
を持っており、お客様の事業が開花するように発展することを財務面から支援したいという想いを込め
て名付けました。

代表の室田 昌克（むろた まさかつ）が直接お客様をご担当させていただきます。

事務所情報

事務所名 Biz Bloom経営会計事務所

代表 室田 昌克

所在地
〒534-0027

大阪府大阪市都島区中野町２丁目１−１６ 寺地ビル3階

TEL／FAX 06-4397-4410

メール masakatsu.murota@bizbloom-tax.com

ホームページ https://bizbloom-tax.com

代表紹介
〔経歴〕
1976年5月6日 大阪市都島区生まれ
1992年3月大阪市立桜宮中学校卒業
1995年3月私立清風高等学校卒業
1999年3月京都大学経済学部卒業
1999年4月パナソニック株式会社入社
以降、上場企業複数社の財務経理部門にて
国内外税務のみならず、資金調達やM&Aの業務を経験し、
税理士法人、税理士事務所を経て現在に至る。

〔事務所ホームページ〕 〔プライベートブログ〕

〔趣味〕
• 格闘技
（総合格闘技、ブラジリアン柔術青帯）

• 海外旅行
（ヨーロッパ5か国8都市、アジア3か国10都市、
北米2か国16都市、カリブ海2か国2都市）

• 手相占い


